
【歳⼊】地⽅消費税交付⾦（社会保障財源化分） 100,000 千円

【歳出】地⽅消費税交付⾦（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,728,374 千円

（単位︓千円）

国・道⽀出⾦ その他 一般財源
うち地⽅消費税交付⾦
（社会保障財源化分）

社会福祉 障がい者福祉 364,459 260,872 41,060 62,527

高齢者福祉 99,677 3,023 38,875 57,779

児童福祉 737,180 358,763 85,361 293,056

⺟⼦福祉 68,291 9,916 22,568 35,807

（小計） 1,269,607 632,574 187,864 449,169

社会保険 国⺠健康保険事業 79,637 41,880 0 37,757

介護保険事業 133,362 0 0 133,362

後期高齢者医療事業 151,959 27,221 0 124,738

（小計） 364,958 69,101 0 295,857

保健衛生 疾病予防 53,294 1,156 20,981 31,157

⺟⼦保健 16,623 7,951 2,500 6,172

医療 23,892 0 1,400 22,492

（小計） 93,809 9,107 24,881 59,821

合計 1,728,374 710,782 212,745 804,847 100,000

55,808

36,759

7,433

※ 地⽅消費税交付⾦（社会保障財源化分）は、地⽅消費税交付⾦の令和６年度予算額（235,000千円）の内数
 としています。
※ 各事業に要する一般財源の⽐率に応じて按分して充当しています。

地⽅消費税交付⾦（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に関する経費について（令和６年度予算）

 平成26年4⽉1⽇より消費税率（国・地⽅）が5%から8%、令和元年10⽉1⽇から10％へ引き上げられたことに伴い、地
⽅消費税交付⾦の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
 令和６年度一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、次のとおりです。

区分
令和６年度
当初予算額

財源内訳

特定財源


